
 

 

 

当クラブ運営規則施行細則 

 

第 4章  開場及び休場 

 

第 25条 (開閉場時刻) 

 クラブの開場及び平常の時刻は理事会において別に定める。 

第 26条 (休場日) 

 毎年 1月 1日及び 12月 31日は両日コースとも休場し、毎週月曜日は笹井コースを、火曜日は 

豊岡コースを休場する。ただし、休場日が国民の休日及び祝日に当たるときは開場し前日若しく 

は翌日 を休場とする。他に 1、2、3、7、8、9月の 6ヶ月間の平日に 9日間の休場日を設ける。 

第 27条 (祝日扱い) 

 毎年 1月 2日及び 3日並びに国で定めた振替え休日は祝日扱いとし開場する。 

第 28条 (土曜日扱い) 

 毎年 12月 29日及び 12月 30日が平日に当たるときは土曜日扱いとし開場する。 
 
 
 


